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令和５年度 天理市自立支援協議会活動報告 
 

＜連絡先＞ 

天理市健康福祉部社会福祉課 

〒６３２－８５５５ 

天理市川原城町 605 番地 

        ＴＥＬ  ０７４３－６３－１００１ 

ＦＡＸ  ０７４３－６３－５３７８ 

        HP  http://www.city.tenri.nara.jp/ 

 

１． はじめに、天理市自立支援協議会とは・・・ 

   「障害のある人が安心して生活できる地域をつくる」という目標を持つ人達が集って、どう

支援していくのかを考える場です。参加者が常に目的意識を持ち実効性のあるものを目指

して気持ちを一つにして取り組んでいます。 

 

天理市自立支援協議会のしくみ 

  天理市自立支援協議会は、障害のある当事者とさまざまな部門で障害のある人を地域で

支える実務関係者で構成され、情報共有や地域課題の解決に向けて話し合っています。 

①  全体会・・・・課題を提起し、解決に向けての方策を検討し、課題の振り分けと情報の共   

有を図る。 

②  定例会…  全体会の運営、困難事例・地域課題を課題ごとに内容を議論し、 

どの部会で解決するかなどを整理する。 

③  専門部会（必要に応じて随時開催）・・・課題解決に向けて具体的な施策を考える。 

④  事務局・・・  天理市社会福祉課障害福祉係 

 

２ 令和５年度全体会及び定例会、専門部会の活動報告 

 

 令和５年度全体会 

課題を提起し、解決に向けての方策を検討し、課題の振り分けと情報の共有を図る。 

令和５年６月 21日（水）  

 

◆ 定例会 

全体会の運営、相談支援の内容報告、困難事例・地域課題を課題ごとに内容を議論し、

どの部会で解決するかなどを整理する。 

 

４月２４日（月） ７月２４日（月） 10 月 2３日（月） １月 2２日（月） 

 

◆ 相談支援連絡会    

 

９月１１日（月） 2 月２９日（木） 
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◆ 専門部会 

   課題解決に向けて具体的な施策を考える。 

◇ 精神障害者部会  

６月５（月） ８月７日（月） 10 月２日（月） 12 月５日（月） ２月６日（月） 

     にも包括 

１０月２６日（木） １１月１５日（水） １２月２０日（水） 1 月１７日（水） 2 月１５日（水） 

 

天理市自立支援協議会  

精神障害者部会の活動報告 

こもれび 梅本 

今年度の活動内容 

今年度も Zoomを利用し精神部会を実施しました。昨年度に引き続き、家族会、福祉事業

所、医療機関、地域包括支援センター、訪問看護ステーション、社会福祉協議会、保健セ

ンター、社会福祉課からの参加がありました。幅広い視点から精神障がいのある方の地域

生活について話し合うことができました。 

部会の持ち方の検討 

年度当初の部会では、精神障害にも対応した地域包括システムの協議会（以下、「にも包

括協議会」）設置に伴い、部会の運営方法を再検討しました。精神部会では主に情報共有

や地域課題の抽出を行い、課題の検討については「にも包括協議会」で話し合うことに整

理されました。 

今年度の主な課題 

今年度の部会では以下の課題が挙げられました。 

1. 精神科医療機関の不足 

o 天理市内の精神科の医療機関が少ないため、新規受診が困難であることが

報告されました。 

2. 支援者の人手不足 

o 精神障がい者の支援に必要な人手が不足している現状が議論されました。 

3. 8050問題 

o 8050問題（80歳の親が 50歳の引きこもりの子を支える問題）も取り上げ

られました。 

部会のつながりの活用 

部会でのつながりを生かし、支援導入時には参加機関や事業所が協力し、アプローチを行

うケースも見られました。情報共有だけでなく、実際に支援の輪を作るきっかけとなりま

した。 
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◇ 就労支援部会 

 

４月２４日（月） ７月２４日（月） 11月 2日（木） １月 2２日（月） 

 

 

天理市自立支援協議会  

～就労支援部会報告～ 

 

なら東和障害者就業・生活支援センターたいよう 

村上 仁 

～部会の動きについて～ 

 

○障害者雇用の現状について（情報提供） 

・奈良県の障害者雇用状況について、民間企業における実雇用率 3.06％で 9

年連続過去最高更新、全国第 2位 

・障害者就職面接会開催 

（北和地域対象：10月 25日）（中南和地域対象：11月 22日） 

 

○障害者の就労支援について（村上より情報提供）※資料を基に説明 

・障害者の法定雇用率引き上げについて 

（令和 5年度から 7年度の段階的な引き上げ） 

・障害者雇用率のカウント方法の変更について 

令和 6 年 4 月より、週所定労働時間が 10 時間以上 20 時間未満の障害者

を 0.5としてカウントする。 

・障害者向けチーム支援の実施について 

・雇用率算定の対象・雇入れ助成金の対象・職業紹介等の対象の障害者の範

囲について 

 

○奈良県産業・雇用振興部 雇用政策課 能力開発係 岡本コーディネーター

より障がい者の態様に応じた多様な委託訓練事業の説明 

 

○もにす認定制度についての説明 

障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが優良な中

小事業主を厚生労働大臣が認定する制度の説明 

 

 

 



－ 4 － 

 

 

○令和 6年度の就労支援部会の活動についてについて 

・県内他市の就労部会の活動内容を情報収集している中で、市内の福祉事業

所（主に日中活動系）を知ってもらう機会として、福祉就労事業所体験説

明会（複数の事業所を一堂に集め、各ブースにて各事業所の仕事の体験や

説明会を実施）をしているところもある。天理市就労部会でも実施できる

かどうか検討したい。 

・次回の 4/22 開催予定の就労部会でも再度意見を確認したい。このほかに

も就労部会として実施したいことがあれば、その際に意見をいただきたい。 

・上記のほかに、情報提供や各事業所の状況については、今まで通り引き

続き実施したい。 

（その他の意見） 

・利用者の集客に課題のある事業所もある。 

・障害者で就職した人を対象に休日の日中に集まれる会があればいい。 

 

〇その他  情報交換 

 

・障害者雇用の雇用状況についての説明 

・制度に関する最新情報の共有 

・各事業所での様子について 

 

 


